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○ 取扱い 

 血小板製剤のみの輸血に対し、間接クームス検査は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 現在供給されている血小板濃厚液は赤血球（患者血中抗体の標的）をほ

とんど含まないので、間接クームスは適当とは認められない。 

 

 


